
【資料第２号】 

 

安全・安心まちづくり推進地区の指定について 

 

１ 経緯 

  平成１７年４月に文京区安全・安心まちづくり条例（以下「条例」という。）

を施行し、より地域の特性に合わせた支援を進めていくため、条例第１７条の規

定に基づき、特定の施策を推進する地区を指定してきた。 

  このたび、防犯対策を推進する地区の新たな地域指定について、条例施行規則

第４条の規定に基づく申請があったので、安全・安心まちづくり協議会に諮るも

のである。 

 

２ 指定申請のあった地区と内容 

（１）地区名 

   音二町会地区（防犯対策を推進する地区） 

（２）団体名及び代表者 

   音二町会 会長 中嶋 秋正 氏 

（３）申請内容 

   別紙申請書参照 

（４）地区の範囲 

音羽二丁目２番、３番（１号～５号、１７～２２号）、４番（２号、 

４号）及び１２番 

 

３ 地区指定の手続（予定を含む。） 

令和２年４月１日 推進地区指定の申請 

令和２年５月中旬 第４１回安全・安心まちづくり協議会開催（書面審議） 

令和２年６月１日～６月３０日 該当地域の区民意見聴取 

令和２年７月   推進地区指定の決定 

 

（注）防犯対策を推進する地区とは、文京区安全・安心まちづくり条例に基づき、

安全・安心まちづくりに係る特定の施策として、自主防犯パトロールなどを行

う地区をいう。 









大塚警察署 推進地区指定における所見【音二町会地区】 

 

 

音二町会地区は、「音羽谷」とも呼ばれる音羽通りを挟む谷に囲まれた、護国寺に非常

に近い東京メトロ有楽町線護国寺駅のほぼ真上に位置する地域です。 

この地区を囲むように、国立・私立大学をはじめ、附属の高等学校・中学校・小学校、

その他の公立小学校、その他の公立小中学校や、幼稚園・保育園など、多くの教育施設が

点在しているほか、音羽通りの両側には講談社をはじめとする商業ビル等が軒を連ねて

いるので、平日の朝夕には、音羽通りから護国寺駅を利用する学生やサラリーマンが非常

に多く行き交います。 

一方、音羽通りから一歩裏路地に入ると、表通りの賑わいとは裏腹に、細い路地が入り

組み、古くからこの地で生活される町会の方々の住宅が密集し、昼夜を問わず人通りが非

常に少なく、閑散とした一面もあります。昨年１０月、この一角に所在する大学生女子寮

周辺で、不審な男性が徘徊するとの目撃情報や、夜間、近くの飲食店でアルバイトしてい

る女子大学生が閉店後、この女子寮に帰寮途上で不審な男性から声を掛けられる事案が

発生しています。 

この地区を管轄する交番は、護国寺前交番になります。 

音二町会区域内での刑法犯の認知件数ですが、本年４月２４日現在、４件ありました。 

この４件の内訳は、職場ねらい２件、還付金名目の特殊詐欺１件、自転車盗１件となり

ます。 

昨年同時期の刑法犯認知状況については、自転車盗２件、暴行１件の３件でした。 

なお、刑法犯以外の特別法犯については、昨年、大塚署全体で３６件検挙されています。 

大塚署では、特殊詐欺被害未然防止のため、管内に所在する ATMはもとより、同地区に

所在する ATMの重点警戒を推進しているほか、同町会からの要請に基づき、防犯パトロー

ル、被害防止キャンペーンや被害防止防犯講話など、各種防犯活動を強化推進しています。 

同地区の方からは、大塚署に対し、各種相談も寄せられ、その対応に当たっては、犯罪

の検挙を視野に入れ、ビル等に設置された防犯カメラを活用しており、街頭防犯カメラの

必要性が日に日に増している状況です。 

音二町会区域内の、推進地区の指定をよろしくお願いします。 

 

 

 

大塚警察署生活安全課防犯係 
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